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農業近代化過程の日本的特質
一 東アジア農業論を展望 しつつ一

野 田 公 夫

1は じ め に

本稿の課題は,日 本農業発展論理の固有性をとくにその近代化過程に即 して

明らかにすることである。すでに世界農業類型の見取図とそのもとでの口本農

業の農法論的特質(空 間的個性)に ついては飯沼二郎により簡潔に示されてい

るが,本 稿ではその成果に学びつつ,と くに 「近代化の形態」という歴史的側

面(時 間的個性)を 重視 し,さ らに現今の日本農業問題の類型的性格(現 代的

個性=日 本型構造政策の必要性)を かかる両成分の合力 として明らかにするこ

とを中心課題 とした。グローバリズムの今 こそ固有性に対する深い認識が必要

だといわれるが,現 今の農業をめぐる議論は最 もそれを必要としているように

思われるからである。

本来は,飯 沼により近代農業革命を主導 した二つの農法とされた休閑除草農

業(西 欧)に 対する中耕除草農業(モ ンスー ン・アジア)の 広が りを意識 して

論 じるべき課題であるが,本 稿ではまだその準備はない。その意味で,本 稿は

農業理論における 「西欧=普 遍」モデルヘの一つの具体的反証(日 本的個性)

を提ホ したことにとどまらざるをえない。さらにそれを,よ り抽象度をあげ応

用力に充ちたに類型論として提示するためには.ア ジア農業全域での実証研究

がすすみ,そ れを東北アジアレベルで,さ らにはモンスーン ・アジアレベルで,

順次理論的に統括 していく必要があろう、、本稿はそのよケな展望のもとになさ

れる、一つの試みでもある1:,、

1)日 本農業・農村の個性は。種々の領域で語られてきた.① 農法論ではモンスーン気候とい/
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ll構 造政策視点からの(弓 グローバリズム下の)世 界農業類型

1農 法論的農業類型論の成果

世界農業類型論を最も簡潔に示 したのは,農 法論的見地からする飯沼二郎の

4類 型論である2}。飯沼は,降 水量と降水時期によ り二つの基本形(中 耕農

業 ・休閑農業)に わけ,そ の各々を除草目的か保水目的かによって小区分し,

合計4つ の亜類型 く巾耕除草 ・中耕保水 ・休閑除草 ・休閑保水)を 提示した。

近代農業革命を担ったのは休閑除草農業と中耕除草農業であ り,各 々イギ リ

ス農業革命と日本の明治農法が典型をなすという。温暖 ・湿潤な気候条件にお

いて営まれる後者においては,か かる気候条件は作物の増殖を促進する条件で

あると同時に雑草 ・病虫害を肥大化する条件でもある。肥料の増投はかかる危

険 も増大させるのであ り,そ れを確実に生産力に結びつけるためには綿密な肥

培管理が技術的キーポイン トとなる。他方冷涼 ・乾燥の風土において営まれる

前者では,雑 草 ・病虫害ははるかに軽微であ り,経 営規模の外延的拡大が容易

である。深根性 ・宿根性の雑草はあるが,こ れを休閑期に掘 り返 し根を切断 し

寒地にさらし枯死させて しまうことによって対応で きる。 したがって,休 閑耕

＼ う共通項 に着 目して アジア的性格が 強調 され,② 農村杜会学で は強固 な 「共同体 規制』を もつ

西欧封建村 落 との類似性が強調 され,③ 日本資本主義論や寄生地主制論で は 「後発資本主義」

として非 アジアかつ非西欧的な,い わばその中間的性惜 が強調 されて きた.日 本の近代化が 「脱

亜 入欧」 とい うアイデ ンティテ ィ定ま らぬ スローガ ンで語 られた ように,そ の農業 ・農村 もアジ

アで あって アジアで はなか ったのであ る。

しかし西欧 との類似性 を説 く②についていえば、両者 の共通性 は封建制下 とい う時代限定的 な

ものにす ぎない。西欧村落 は近代にお ける農業構造 の大変動の なかで共同体規制 を解体 させ,個

別農 家の競争的環境 を整備 してい った。対する 日本は,水 田農業が持続 しさらに強化 され ること

によ り,村 落 もまた リニュー アルされつつその結合力を維持す ることになった。近代で はむ しろ

その異質化 こそが注 目され るべ きなのである。 このこ とが,農 業近代化政策の 中軸であ る構造政

策 の効果 を劇的 なまで に異な るもの とし,両 類型における農業問題の性格 を一変 させたか らであ

る。また,③ について は,第 二次大戦後いわゆ るアジア ・二一ズが急速 な資本主義化を とげ るな

かで,そ の発展形態 における日本 とアジア諸国 との類似性 に関心が よせ られ,さ らには アジア経

済圏とい う独 自性 と自立性 をもった圏域を設定する試み も重ね られ ている。以 一ヒの ような意味で.

日本農業 ・農村 をア シア地域 のなか で位鷺付 けるこ とは十分可能で あるのみな らず,そ の理論

的 ・実践的要請 は顕著 に増大 してい るといわなければな らない のであ る,、

2)飯 沼二郎 『農業革 命の研究』未来社.1985年,に 集大成 され た諸論考 を参照 されたい。
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を深 く能率よく達成することがポイントとな り,連 畜の大型黎がその手段とな

る。こうして,休 閑農業では労働手段の大型化による労働能率の向上と規模拡

大が,中 耕農業では何よりも技能と労働対象の質的充実に裏付けられた労働集

約度の向上こそが,農 業発展の基本論理となる。中耕農業地帯における機械体

系は,肥 培管理の綿密さを保証する限 りでポジティブたりえ,そ れを損なう場

合は単なる省力技術になって しまうのである。

2構 造政策視点からの(=グ ローバリズム下の)農 業類型論

ここであえて,現 代におげる階界農業問題の性格 という観点から 「構造政策

視点からの農業類型論」を提示 したい。これは 「グローバリズム下の.競 争力

基準の農業類型」 と言い換えて もよい。,現今農業の競争力は.か つてのように

労働 ・資本の粗放性が武器とな りえた時代とは異なり,「農業における技術的

達成を生産力化する大規模経営の創出」すなわち 「構造政策」の成否が決定的

規定力をもっている。構造政策の具体的内容は,農 家数を大幅に減らし経営耕

地を一部農家に集中するとともに,一 部上層農家に種々の支援を与え優秀な技

術体系と経営能力を具備 した大規模経営層を創出することである。それは,機

械化 ・化学化に代表される農業近代化政策のいわば結節点をなすものである3!

が,問 題は,そ の必要性や可能性において,農 法論的および歴史的個性を背景

にした極めて大 きな格差があ り,人 為的制御によってその溝を埋めることは事

実.ヒ不可能なことである。

① そ もそも,独 自の構造政策を殆んど必要としていない国々がある。それ

は,ヨ ーロッパ移民が先住民の広大な土地を奪うことによって成立した 「新開

地」型農業であり,北 米とオセアニアがその典型である。より古い植民史をも

つ南米旧植民地 もそれに準 じた条件をもっている(構 造政策不要地域=米 ・オ

3)構 造政策 は,農 業技術の機械化 ・化学化が適正経営規模 を飛躍的に増大させた ことによって必

然化 した・「農業近代化 の結節 点」 とい う表現 は以上の意味で用いてい る、、本稿で は・歴 史学 に

おける通常 の用法 とは異な り.近 代以降の農業 を構造政策の登場に よって二分 し,以 前を 「近代

農業」 以後を 「現代農業」 とよ.浩ことにする。
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セアニア新開地型農業)。② また,あ る歴史時点では日本を上回る強力な村落

規制を成立させながらも,近 代への移行過程で村落規制を風化させ,そ の後 に

大胆な構造政策を実現させた国々がある。「新開地」への移民供給地であった

欧州すなわち 「旧開地」型の農業である(構 造政策達成地域=欧 州旧開地型農

業)。③ これに対 して,構 造政策の必要性が痛感されながらも農法論的個性と

歴史の重みゆえに経営地の分散 と過小性を克服できず,農 業の不利性(市 場競

争力の低下)が 急速に拡大 しつつある国々がある。その典型は口本 ・韓国 ・台

湾等の東北アジアの国 ・地域である9。解放後の中国もそれに準 じている(構

造政策不能地域=東 北アジア地域型農業)。④ 他方,農 業において白然経済的

性格が強く残 り,未 だ構造政策の必要性が 自明のものとはなっていない国々 ・

諸地域 も存在 している(構 造政策未然地域=そ の他低開発地型農業)。

3構 造政策との距離を規定するもの

この諸類型は先にみた農法論的農業類型と密接なかかわりをもっており,①

② は休閑除草農業地帯に,③ は中耕除草農業地帯に重な り,④ は集約度の低い

保水農業地帯にほぼ重なっている。飯沼のいうように,近 代農業革命が休閑除

草農業 と中耕除草農業によって担われたとするなら,現 代農業革命とは前者に

おける 「構造政策」の達成によって生み出され,後 者を価格競争力において圧

倒するに至ったところの ものであると定義できようか。その技術的内容 は,

(大型)機 械化 ・化学化 ・新品種とこれらを有機的に結びつける大規模経営体

の創出であった.と くに① は,「休閑除草農業」と 「歴史(土 地所有)的 制約

の欠落」 という,価 格競争上最強の組み合わせをもった類型であり,農 産物自

由貿易の最も純粋な主唱者 となっている。②は休閑除草農業 という土壌のうえ

でみずからの 「歴史(L地 所有)的 制約」を構造政策の達成により大幅に克服

4)2000年 セ ンサスでは,増 加 して きた経営規模5hfi以.L層 がつい に4万3千 戸に達 した、 これ

は明治41年(!)の 同膚戸 数に追 いつ いた 「記念すべ き数字」である との指摘(梶 井功 「気がか

りな農業主体の劣弱化」『農業 と経済』20〔)1年4月 号)に 接 して愕然 と した。
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した地 域 で あ る。 本 地域 に お け る食 糧 生 産 力 の 急増 こそ が20世 紀 後 半 期 農 産 物

市 場 の 最 大 の デ ィス ター ブ 要 因で あ った 、,

Ill日 本農業発展の固有論理一 中耕農業の日本的特質一

日本農業の農法論的個性を.主 に近肚水田農業を事例にしつつ概括 しておき

たい。

1一中耕除草 ・環境形成型農業としての日本農業

農業技術 を環境適応型 と環境形成型に区分し,こ れを中耕農業内部の地域差

の説明にも適用 した田中耕司の見解を付加 しておきたい『1。これは,自 然の威

力が、巨大で人為を施す余地が乏しく,「適応」によってのみ農業を営みえた地

域と,自 然の威力が相対的に小さく人為的工夫の余地が大きいため土地合体資

本の継起的蓄積による安定かつ高度の発展(「形成」)が みられた地域との区分

である。 日本は後者であるが.先 の中耕除草農業類型の論理 ぐ稠密な肥培管

理)は,環 境形成型技術において最 も典型的に体現される。

また,前 近代の日本農業は刈敷(草 木の耕地への敷 き込み)肥 料に大 きく依

存 していたが,こ れは温暖 ・多湿地域でこそ可能な施肥法である(西 欧では不

可能)。 盆地型地形の 日本にあっては,耕 地は山地に包囲されており外延的拡

大の余地は乏しいが,山 地を草地資源確保の場 として利用することにより耕地

生産力を支えることが可能であったのである。「山に支えられた農業」,別 言す

れば 「地目結合による農業生産力」 という側面 もまた,巾 耕除草農業 ・環境形

成型農業 としての日本農業の特色 として指摘で きる。

近世では水田重視政策がとられ,開 田とともにその質的向上(乾 田化)が す

すめられた。そ して乾田化の成果のうえに,多 肥化を機軸とする一連の技術体

5)田 中耕司 「金澤夏樹 との対談」(金 澤夏樹r変 貌す るアジアの農業 と農民』 東京大学出版 会,
1993年)317ペ ー ジ。 なお金 澤は類似の問題を 「農学的適応 と工学 的適応 の区別」 として論 じて

い るが・地域 差 ・農業類型 と して使 う場合は.田 中の方が問題 の性格差 をよ り適切 に表現で きて

い ると考え,そ の用法 を採用 した。
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系が形成された。肥料増投を生産力として実現するためには,何 よりも耐肥性

品種の育成と注意深い苗代管理による剛健な苗作りが必要であり,深 耕が不可

欠である。そのうえで,適 期をはずさない水のかけひきや雑草 ・病虫害の防除

などという綿密な肥培管理労働が必要となる。

2「 むら」6'に支えられた農業生産

水 と草への依存が決定的であ りなが ら,そ の供給能力に大きな限界があるう

え前者の不安定性は容易に克服 しがたいものであったため,最 大合理的な配分

を実現するために強力な共同体規制(水 利慣行 ・入会慣行)が うまれた。金肥

への置き換えが進行するにつれ後者(入 会)は 比較的早期に弛緩 ・変質したが,

前者(水 利)に ついては.取 水源の抜本的強化がない限り必要性は変わ らず ,

近代にはい ってからも根強 く維持されることとなった。農業構造大転換(3圃

式か ら輪栽式へ,穀 作から畜産へ)の なかで村落規制を解体させた西欧農業 と

は異なり,臼 本では 「水田農業の拡大と高度化」 という近世にビル トインされ

た展開論理が近代において継承されむしろ一層の展開をみたのであった。

なお分散錯圃制は,利 水条件が不安定な時代の有力な危険分散措置であると

ともに,配 水時期をず らす(そ れに対応 して早稲 ・中稲 ・晩稲を植えわける)

ことによって実現する経営規模拡大策でもあった。このシステムのもつ不合理

性が本格的に問題にされるのは,大 規模土木工事により水利不安が解消すると

ともに,耕 転過程に本格的な機械体系が導入されその必要性が痛感されてか ら

のことであった。

3人 力化・経営規模縮小 ・小農化 ・多角化という発展

以上の結果,日 本農業の発展は(西 欧的=教 科書的常識からすれば)極 めて

特異な形態をとった、,記憶 しておくべ き主な特徴は以下のようなものである。

6)近 世村 およひ近代 における大字等の地縁的結合力を有する範 囲(旧 近世村起源の 巻のが多い)

を.本 稿で は…括 して 「む ら」 と表記す る、
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① 畜力耕から人力耕へ:驚 くべ きことに,耕 転過程から畜力が駆逐され人

力に置き換わった。肥料増投を生産力増大に生かすためには深耕が鍵であ

り,長 床黎による畜力耕よりも深耕能力が上回る備中鍬が選択されたから

である、、再び畜力が耕転過程に普及するのは.深 耕可能な近代短床黎が考

案された近代(1明 治農法〉になってか らであっだ}。

② 経営規模の縮小傾向 二深耕 ・多肥を収穫に結びつけるためには綿密な肥

培管理が必要である。耕転過程の人力化も肥培管理労働の綿密化 もともに

適正経営規模を切り下げることになった。こうして,こ れまた西欧的常識

とは反対に,生 産力増大は経営規模の縮小 に結果したのである二㌧

③ 家族労作経営への純化(小 農化)=以 上の過程は,大 規模な労働力編成

を不要にし良質の労働を要求することにより家族労働力の優位をうみだ し.

金肥 と千歯扱の登場 ・普及は田植期 と収穫期という二つの極端な労働 ピー

クを大幅に緩和 し農業技術の小農親和性を高めた9)。さらに近世後半には

労力不足が深刻 となり労働経費は持続的に上昇し,外 部労働力に依拠する

ことは技術的にも経済的にも不生産的になった。

④ 多角化 ・多就業化による小農経営強化:小 農経営の安定には,農 繁期 ・

農閑期のギャップを減 らし,平 均的な通年就業を可能にすることが必要で

ある。農業自体も乾田化による2毛 作(冬 作の導入)の 前進があり.ま た

種々の農産加工業(搾 油 ・醸造 ・染色 ・精糖 ・製糸 ・製織 ・製紙 ・藁加工

その他)が 発達 し,か かる両面において多様な就業場面がうみだされ小経

営を強化 した1t〕1。

7)有 馬洋太郎 「黎 と黎耕に関す る関東地方の民俗知識」,泉 雅博 「幕末明治初年 における豪 農の

農業技術」(神 奈川大学 日本経 済史研究会編 『日本地域杜会の歴史 と民俗』 雄山閣,2003年)。 前

者は幕末 における魏耕の存在 を.後 者は1司じく黎耕 と鍬耕 の並存 を指摘 してい る。主張 したい こ

とは,「強い傾向」であ り 「100%駆 逐 した」 とい うことではない.

8)二 橋時雄 『日本農業経営 史の研究』 ミネルヴァ書房・1979年 にま とめられた同氏の研究が 「経

営規模縮小化傾向」を論 じた噛 矢であ る,,

9)T.C.ス ミス,大 塚久雄監訳 『近代 日本の農村 的起源』 岩波書店,1970年,214-215ペ ージ。

10)中 村哲 じ近代 世界史像の再構 成一 東 アジアの視点か ら一・一』 青木書店,1991年.第6章 。 な

お,農 繁期 と農閑期の ギャ ップの大 きさが農業労働力の安定的確保を困難に した(小 農 化を促/
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⑤ 高 生 産 力 の 達 成:① ～④ の諸 傾 向 は,こ れ まで 日本 農 業 の 遅 れ や 歪 み を

示 す もの と考 え られ て きた 。 しか しそれ は,休 閑 除草 農業 とは異 な る中耕

除 草 ・環境 形 成 型 農業 固有 の発 展 形 態 で あ った とい え よ う,、「収 穫 率 」(収

穫 量 ÷播 種 量)に よ って英 仏 の小 麦 と比 較 す れ ば 以 下 の よ うで あ った 。19

世 紀初 期 の仏 ・英 の小 麦 収 穫 率 は 各 々6.3110.6で あ ったが ,日 本 の米 は

す で に18世 紀 に お い て30と い う高 レベ ル に到 達 して い た 。 また201堰r紀 初

期 につ い てみ る と,仏 ・英 の小 麦 が依 然 と して各 々8 、1・12.5の 水 準 に低

迷 して い るの に対 し,日 本 の 米 は 実 に100.5と い う驚 異 的水 準 に達 して い

た ので あ る1時。

IV農 業近代化の日本的形態一 地縁的結合に立脚した組織化一

1日 本農業 ・農村の近代的再編一 大正という時代 一

明 治 には い る と,斎 藤 仁121が 自治 村 落 と よん だ ミニ 国 家 と して の 「む ら」 は ,

新 た な公 共 性 の登 場 とそ れ に と もな う新 た な 公 共 圏 の形 成 に よ り諸 機 能 を漸 次

吸 い一ヒげ られ,単 な る牛 活 圏 と して の性 格 を 強 め て くる。 他 方,寄 生 地 主 制 の

成 長 は 「む ら」 の領 域 を は るか に超 え て つ きすす み ,小 作 料 負 担 の 増 加 傾 向 と

「農 業不 利 化」131のな か で.そ れ まで の温 情 的 支配 と 「む らの 平 和 」 を揺 るが

せ,「 階 級 問 題 化 」 の様 相 を付 加 して きた 。 ま た市 場 経 済 の 発 達 は,零 細 生 産

者 で あ る小 農 民 の 市 場 対 応 能 力 の 欠 落 を 重 大 問 題 と して 浮 か び上 が らせ ,「 農

業 不 利 化 」 の 要 因 と して 顕 在 化 させ て きた 。 「む ら」 の 防御 能 力 ・統 合 能 力 は

衰 退 し,小 農民 は よ り直裁 に地 主 制 や 市 場 問題 に直面 す る こ とに な っ た ので あ

る 。

これ らの諸 問題 に対 す る農 村 現 場 ・小 農民 の対 抗 運 動 は,地 主 制 に対 す る小

＼進した)と の指摘もある,,

11)持 田恵二 『[1本の米』筑摩書房.1990年 .59-60ペ ーシ。原典は,F.ブ ローテル,村 上光彦訳
『物質文明 ・経済 ・資木t義 一五一一八世紀」1『 日常性の構造』1.邦 訳154ベージ.

12)斎 藤仁 『農業問題の展開と自治村落』日本経済評論社.1989年 を参照されたい。
13)こ れがどのように認識されたかについては,大 門正克 『近代日本と農村社会』 口本経済評論杜,

1994年の第2章 を参照されたい、
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作争議として,お よび市場問題に対する農家小組合運動 としておこった。いず

れ も 「農業不利化」の対 自的認識を契機にしているがゆえに,市 場経済が…段

階拡大 と深化をみせた大正期に運動化することになった。分配比率の変更を通

じて農民取 り分の増加を狙った小作争議と,パ イ自体を増加させ ることで農民

取 り分の増加を意図 した農家小組合 と,そ のいずれのコースも現実的意味を有

するに至っていたのが大正という時代であった,,

注目したいのは,い ずれの運動 も,「むら」機能の新たなる発動を通 じて担

保され,そ の成果 もまた 「むら」のうちに制度化されたことである。近代日本

の農業と農村は,小 作争議と農家小組合という小農民の運動を前提に 「むら」

がこれらを吸収 ・調整することによって定置されたのである。

2小 作争議一 寄生地主制への対応一

明治後期に発生 しはじめた小作争議は,大 正期には,拡 大した商工業 との接

触機会の増加による他業種 との労賃比較や.種 々の社会思想による覚醒などを

背景にして.収 益計算書に基づ く 「自家労賃評価」の主張を前面に出すことに

より,社 会的公正を求める運動 として正当性を獲得 していった1弔。 この運動の

立ち上げにもその持続にも,運 動の到達点の制度化にも深 く 「むら」が深くか

かわっていた。

社会的地位 も低 く非力な階層 とみなされていた小作層が,「 むら」社会にお

ける最高権威である地主に立ち向かうために,し ばしば 「むら」の記憶する共

同体規制(た とえば,小 作組合脱退者に対する 「村八分」制裁の適用)の 力を

借 りたこと,お よび在村地主と不在村地主とを区別し,後 者に運動の主たる矛

先を向ける傾向があったことが知 られている。不在地主は.「むら」構成員が

担 うべき 「むら」の土地 ・水管理を放棄 しただけではなく,「むら」財政たる

戸数割負担にも責任を負わない存在であ り,彼 らに対する小作争議の正当性は

M)こ の過程 を.い わゆる 「CV論 」1として理論化 したのは,『 日本農業間題の研究(上 〉』 東京 大

学 出版 会,1970年,に 集大成された暉峻 衆三の大 きな功績であ った.
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より容易に調達可能であったか らである。場合によっては,彼 らとの闘争を

「むらを守る ・むらの平和を回復する」運動 と表現することもできたのである,,

注目したいのは,「むら」を母体として闘われた小作料減免争議が,「協調体

制」151とよばれる新たな 「むら」体制をうみだしたことである。「協調体制」 と

は,争 議を経て合意に至 った地主 ・小作関係の新たなありかたを 「むら」が担

保することにより制度化された,地 主 と小作 「協調」の体制である。契約小作

料は2割程度切 り下げられることが多 く,地 主の恣意的な土地取 り上げや村外

者への土地売却なども制限されることが一般的であった。このような合意を維

持 していくために,地 主 ・小作双方(通 例は自作か らも)か ら委員がえらばれ,

彼 らによって構成される委員会が文書化された規定に基づき問題の処理にあ

たった。小作側の主張が相当程度合意内容にもられるとともに,問 題の処理が

地主 ・小作の私的な関係から 「むら」の委員会という客観的機構に委ねられた

のである。

3農 家小組合一一市場問題への対応一

ほぼ時期を同 じくして農家小組合の結成がすすんだ。それは,① 採種圃の

設置や新技術の普及.ポ ンプや籾摺機などの共同利用,牛 を使った共同耕作等

の生産過程に直接かかわる事業からはじまり,② 生産物の共同販売や ③ 生

活用品 ・農業資材の共同購入,さ らには ④ 信用事業や ⑤ 共同風呂や図書室

の設置等の社会的施設にいたる実にさまざまな事業を扱っているが,な んと

いってもその持ち味は①にあっだ51。これ らの多 くは府県農会や県庁の奨励に

よってできたもので,多 分に小作争議への対抗策(パ イ自体の拡大による 「む

ら」の平和の維持)と いう意味合いが含まれていたが,留 意すべ きは,大1[期

15)坂 根嘉弘 『戦 間期 農地政策 史研 究』 九州大学 出版会,1990年,に ま とめ られ た同氏の論考 ,
『近 代日本農村杜会の展開一 国家 と農村一 ・』 ミネルヴァ書 房.1991年 ,に まとめ られた庄 司

俊作 の論 考を参照 され たい。

16)棚 橋 初太郎 レF農経 済 と協同組 合』 日本評論 社.1938年,190-195ペ ー ジ。すで にこの時期 に

おいて,共 同事業部門毎の適.正規模の相違に注意 が払われてい る。
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にはそれが単なる矛盾の隠蔽策 ・懐柔策にとどまらず,以 下の諸条件に支えら

れて,「小経営の発展を支える正当な方途」 としての意味合いをもつに至 って

いたことである。

① 質量 ともに農産物需要に大きな変化があった、、大正期は都市において中

間層を担い手 とする新たな生活様式が普及した時代であるが,こ のことは新た

な農産物に対する需要を増加させるとともに,ま た旧来からの農産物において

も 「質」をめぐる競争(商 品差別化)を 激化させたのである。② 新品種 ・新

技術の開発など農業牛産サイ ドにも大きな変化があった.,明 治26年 に設置され

た農事試験場は徐々に体制を整えつつ研究を重ねてきており,こ の時期にはそ

の成果を新品種 ・新農具 ・新肥料 ・新栽培技術 として提供 しつつあった。これ

らを現実の生産力にすることによって,パ イ自体を確実に増大させることがで

きる時代になってきていたのである。③ 以上の需要 と供給をつなぐ技術的条

件 も急速に整備されつつあった。当該期には内陸交通網と保蔵能力(保 冷車の

登場 に象徴される)が 急速に整備され,産 地の条件 さえ整えられれば,市 場

(需要)に 着実にアクセスで きる条件が整いつつあったのである、、④ これらの

新 しい農業部門は多分に農民的性格を帯びていた。すなわちこの時期に顕在化

する新 しい需要は野菜や果実 ・畜産物などであるが.小 作料の商品化を中心と

する米とは異なり地主の直接的支配ラインか らは外れていたからである。これ

らを担 う.農家小組合が小農の成長に貢献できる可能性は十分にあったのであ

る1㌔

4土 地管理組合という試み

この時期,土 地管理組合という名称をもつ 「むら」組織が結成されたことに

17)米 にお いて は地t・ 小作間対 立似直裁であ るが、例えば近畿地方に旭米か普 及 してい く過程 に

は,「 地 柔的商品 として の旭米」か ら 「小作争議 による分 配率 の変更」を媒介に して 「農民 的商

品 と して の旭米」へ とい う変化があったといって よいので はないか と考えている。かか る意味か

ら も.小 作争議(に よる小作上層の商 品生産者的性格の強化)と 農家小組含(に よる新 しい市場

環境へ0)対1,じ)は 密接 な関係があ った といえるで あろう。
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注意を払いたい。全国でほぼ40紅 合が結成されたが,県 農会が奨励金を出して

その設置を奨励 した兵庫県が28組 合 を占めた18)。土地管理の内容 は,ま ずは

(小作者視点を強化して改定された)小 作契約の 「むら(組 合)」 管理であるが,

加えて 「むら」の土地を守 ることであったことが注EIさ れる。「むら」の土地

の売却 に際 しては一端 「むら(組 合)」が預か り 「むら」人が購人で きるよう

斡旋すること,小 作地返還があった場合にも 「むら(組 合)」 が新たな借 り手

を 「むら」人のなかからさがすこと等がその内容であった。

経済的な有利不利にかかわらず 「むら」に農地の所有権 ・利用権を残すこと

を絶対視するという規範が.近 代においてあらためて成立するところが興味深

い。兵庫県農会は(耕 地を)「村の公有か或は組合員の共有の如 くなさしむる

も一つの理想」191としたという。夢を語 りがちな運動家の言葉ではなく,責 任

ある県 レベルの組織の出版物に示された見解であることが,注 日されよう。な

お,土 地管理組合という名称をもたないが,協 調組合には類似の機能を有する

ものも多く,「むらの土地を守る」「そのためには地主 ・小作関係 も共的な管理

にお く」という思想は,こ の時期広汎な広が りをもったといってよい、,ちなみ

に,1938年 に成立した農地調整法はその原案(第4条 第1項)に おいて,産 業

組合や農事実行組合顔"などが自作農創設や農地貸付の事業を行 う場合には,土

地買取や使用収益権の設定を行い得るとする内容がも.られていた2"。坂根嘉弘

によれば,農 地調整法準備過程の農林官僚の意図は 「自作農創設維持事業 と並

んで土地管理事業にあった」という。地主層の私権を大幅に抑制することにな

るかかる構想は流産を余儀なくされたが,農 村現場の幅広い経験に支えられて

18)藤 川秀俊 「戦前期土地問題 と農村協 同組合一 産 業組合 による土地利扇事業に注 目して一i

『協同組合奨励研究報告」 第十二輯,1986年 。

19)坂 根嘉弘 「産業組合に よる土地管理事 業の歴史的位置 一一戦前期にお ける土地問題の解決をめ

ぐって一 」『協 同組合奨励研究報告』第十輯,1984年,320ペ ー ジ。原典は兵庫県農会 『本県o)

土地利用組合』1926年 。

20)農 家小組合が法人資 格を取 得 した ものを農事実行組合 とよんだ.

21)坂 根嘉弘 「産業組合 による土地管理事業の歴史的位置一 戦前期 における土地問題の解決 をめ

く'って一 」『協同組合奨励研究報告』 第十輯、1984年.320ペ ー シ、原典は 兵庫県 農会 『本県 の

土地利用組合』1926年.
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こそ生 まれ た ア イデ アで あ った こ とが重 要で あ ろ う。

5農 業近代化の日本的形態

「むら」の土地 と地主 ・小作関係に 「むら」が介在 して 「共的な管理」のも

とにおき,他 方では生産 レベルでの 「むら」の共同的対応により新 しい技術条

件に対応 した生産力を実現 し,よ り広域な経済組織である産業組合の力を借 り

て市場へのアクセスを有利且つ安定的なものにする,こ れが悪戦苦闘の末に生

み出された 日本農業の近代的形態であった。ここに 「(むらからの自立)個 別

化」がもたらした西欧型農業近代化に対する日本農業近代化の特質を確認し,

「(むらによる再)組 織化」を農業近代化の日本的形態として把握 したい.

日本農業 ・農村の悲劇は,農 村現場の創意性が力を発揮 しえた大正という時

代があっけなく終わ り,経 験を蓄積することなく恐慌 と戦争の昭和に突入 した

ことであった。この過程で,農 村現場の必要からうみだされた農民組織は,

「配給 と供出」をセットにした統制組織に換骨奪胎され,戦 争遂行のため全面

動員されることになったのである。

V戦 後改革から現代ヘー 日本型構造政策の課題一

1戦 後改革の功と罪

戦時体制期のみをみれば米占領軍が 「むら」をファシズムの基盤 と見なした

ことはゆえないことではなかったが,そ れは大正期以来の 「む ら」による農

業 ・農村組織化のもつポジティブなエネルギーを無視するものであった。土地

管理組合において,白 作農創設事業 と 「むら」の土地の防衛が同時に取 り組ま

れたように,木 運動によって体現された 「土地問題の共的 ・公的制御」の方向

は,お そらくは戦後農地改革の成果を共的 ・公的に管理するボテ ンシャルな能

力を有するものであった。 しかし,「個の自立」への無上の信頼 と,「むら」こ

そファシズムの温床 とする短絡的理解に支えられた米占領軍の戦後改革は,自

作農化と 「むら」の土地の管理の両者の関連を切断し,後 者を解体 し前者のみ
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を突出させた。すなわち,寄 生地主制は世界に類を見ない徹底性をもって解体

されたが,新 たに制定された農業協同組合法は農家小組合(農 事実行組合)を

構成単位から排除した。そして,農 地改革の成果を恒久化すべ く制定された農

地法は,地 域視点 も経営視点 も欠いた徹底 した 「地片管理」(官僚的合理性)

に徹することになったのである221。

零細分散錯圃制が 「克服の必要性」 とともに 「その可能性」をも獲得したの

は,や っと高度経済成長期のことであった。後述するように,分 散錯圃の解決

に日本農業の未来はかかっているが,複 雑に錯綜する権利関係を整除するのは

市場原理では不可能であ り,ま さに 「共」の力による粘 り強い調整の積み重ね

を必要としている。米国主導の戦後改革はかかる視野 と展望を欠き,「むら」

の管理能力を解体したうえで分散零細錯圃性をそのまま分散零細土地所有に置

き換えることによって,ま ことに困難な一L地問題を発生させることになった。

かつて私的所有権のおぞましさを批判するあまり,「農地改革=原 罪」論(≒

土地国有論)が 唱えられたことがあったが,そ れは歴史的現実を見ない謬論で

ある。 日本の近代農業は,自 作化の道と土地の共的 ・公的管理の道を同時に歩

もうとしていたのであり,戦 後改革がエ ンカレッジすべきは,「形式的な個の

確立」ではな くいわば 「(日本農業にとっての)実 質的な個の確立」 というべ

き,か かる方向であったのである。

2農 業 ・農村問題の現在

現今の土地利用型農業がおかれている状況を端的にいえば.「作 るもの もな

い」「作る人もない」である。「土地不足」から 「土地余り」へ という,手 のひ

らを返 したような状況変化が.日 本農業問題における近代 と現代を端的に区別

している,,構造政策は特定の担い手に土地と資本を集中する方策であるが,今

22)拙 稿 「戦後土地改革の論理 と射程j『 土地制度 史学』別冊,1999年,「 農地改革 ・農地法の現代

的意義一 「経営」 と 「む ら」 の視点 から一 」『農業法研究』33号,1998年,等 を参照された

い.な お農 地法 の一筆管理主義 を最初 に問題に したのは.梶 井功r農 地法的 土地所有の崩壊』農

林統計 協会,1977年,に 収録 された諸論考であ る,、
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や対象となる 「人」がいない。この意味で構造政策の意図と現実は完全にすれ

違っているといわなければならない。

他方,新 たにみられはじめた積極面(と 政策のミスマ ッチ)に 照準をあてれ

ば.① 一部に優秀な技術力を有する大規模経営が形成されながら,他 方では

新規就農希望者が増加傾向にありながら,主 に土地問題(分 散錯圃)が 隆路に

なりこのような貴重なエネルギーを生か しきれていないこと,② 農林業や農

村に新 しい(非 経済的)価 値を見出す風潮が注目を集めながら,日 本のポス

ト・モダニズムには生活観に根ざした深みがないため定着が困難で,観 光資源

にめぐまれた一部地域を除き有効な農業支援策にはなっていないこと,③ 安

全 ・新鮮 ・旬などを通 じ消費者の国産農産物に対する期待は依然として高いに

もかかわらず,消 費者の共感 と支持をより強めるような農業 ・農村像と連携の

あ り方を提示できていないこと,な どが指摘できよう。

① について付言 したい。水稲についてみれば20ha・30haと いう大規模経

営も珍 しいものではなくなったが,こ れらの大経営にとって最大の問題 は,集

積 した借地が無数に分散 してお り,機 械効率は甚だ低いうえ水廻 り・雑草駆除

等の手問も膨大なものになっていることである。この矛盾は規模拡大に併行し

て増大 し,農 場制経営に比すればはるかに小さな規模で適正限界 を超えてしま

うのである。また新規就農希望者が増えているにもかかわらず,彼 らの就農を

阻む最大のネックは,驚 くべ きことに 「土地はありあまっているのに(ま と

まった)土 地がない」 ことだといゲ1)。いずれにおいても問題解決の鍵は,農

地の団地的利用を実現することである。他方,② ③にかかわる問題を考えて

みたい,、すでに述べたように,日 本農業は.労 働生産力の向上に対応 して無限

に耕地を拡大するという発展形態をとることは不可能であったが,そ の代わり

多様な地目を結合させる(=有 機的関連をもって利用する)こ とにより高い生

産を実現 してきた、,いわゆる多面的機能論が想定する日本の 「自然」の原風景

は,こ のような 「地目結合の生産力(営 為)」 が生み出した農的風景 といって

23〉藤井洋一一向担い手育成に資する農地制度を求めて」r農業と経済』2000年4月号。
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よ か ろ う、,そうで あ れ ば.多 面 的機 能 論 を 意 味 あ る もの にす るの は,「 生 産 か

ら観 光 へ」 な どで は な く,「 専 門化=地 目切 断 の 生 産 力 」 か ら 「地 目結 合 の 生

産 力 の復 権 へ 」 とい う.生 産 政 策 の 抜 本 的 革 新 が ベ ー ス にす わ る こ とで あ ろ う。

3日 本型構 造政策の課題

以 上 の認 識 か らす れ ば,日 本 型 構 造 政 策 の 課題 は,「 地 目結 合 の 生 産 力」 の

復 権 と 「農 地 の 団 地 的 利 用 」 の実 現 とい う こ とに な る鱒。 い ず れ も土 地(利

用)問 題 に対 す る面 的 ・地域 的 な対 応 で あ る ことが 共 通 して い る。 か か る問題

に対 し,今 村 奈 良 臣2翫 坪 井 伸 弘、呂帆 松 本 一 実(筆 名 ・藤 井 洋 一 〉」71の順 で 展 開

さ れ た興 味 深 い 議 論 を事 例 に して,そ の具 体像 を考 えて み た い 。 今 村 は,短 文

の な か で以 下 の よ う な提 言 を した 、,日本酪 農 の 再生 は乳 牛 自体 の 優 れ た 機 能 を

最 大 限 活用 す る とこ ろ にあ り,中 山 間 地 にお け る草 地 酪 農 ・山地 酪 農 の採 用 こ

そ 鍵 で あ る。 そ の た め に は,「 谷 を単 位 と した集 落 農 場 」 が 必 要 で あ る(「 地 口

結 合 の生 産 力 」 の具 体 像)。 今 村 の 構 想 に触 発 され た坪 井 は,具 体 的 に 「農 林

地 利 用 権 一括 設 定 」 とい う概 念 を提 起 し,現 実 の 法 制度 や 地域 実 践 の な か に そ

の可 能 性 を 見 出 した(「 地 〕結 合 」 と 「団 地 的利 用 」 の展 望),,さ らに松 本 は,

面 的 な 土 地 利 用 を 早 期 に 立 ち上 げ るた め の 具 体 方 策 と して 「作 付 権 の 交 換 分

合 」 とい う手 法 を提 案 した(「 団 地 的利 用 」 の 早期 実現 方 策)。 い ず れ も,(市

場 原 理 に依 拠 した)個 別 交 渉 に よ る構 造 政策 は不 可 能 で あ り,地 縁 集 団 を介 し

た面 的 な対 応 に政 策 意 志 を全 力 挙 げ て振 り向 け,そ の た め の具 体 方 策 を早 急 に

一整 え るべ き こ とを主 張 して い る こ とが 重 要 で あ ろ う、,

所 有権 ・利 用 権 が 錯 綜 す る現 実 の 農 村 で 面 的 な土 地 利 川 を実 現 す るた め に は,

私 的 願望 を超 え た 「共 的 ・公 的 ビ ジ ョ ン」 が 示 さ れ,ま た丹 念 な調 整 が 長 期 に

24)こ の二つが,「現代的組織化」もしくは 「組織化の現代的形態」の中心内容だといってよい。

「構造政策の日本的形態」とも表現できると考えている,、

25)今 村奈良臣 「甦らせよう中山間地域」『農林統計調査』第49巻第3号,1999年2月 。

26)坪 井伸弘 「農林地の利用権一括設定の夷態 ・論理 ・可能性」『農林統計調査」第49巻第5号,

1999年5月 、,、

27)藤 井洋一 「担い手育成に資する農地制度を求めて」『農業と経済』2000年4月 号、,
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わたってすすめられる必要があり,何 よりも私権の制約を安心 して受容 しうる

信頼感が必要となる。その役割は再び 「むら」28》が果すべきであろう。「むら」

の自治能力はすでに大幅にそがれたにせよ,「(比較的均質な)地 権者集団」と

しての性格は逆に一層明瞭なものになった。適切な利用(経 営)な くしては土

地所有権 自体が空洞化するという事態に立ち至った今,地 権者集団としての

「むら」はかか る工夫をなんとしてもすべ きであろう。耕作放棄地が増えた

「むら」は景観のうえでも貧しさを増幅する。農地の団地化を通 じて利用(経

営)を 回復 しようとする試みは,地 権者 としての利害にかなうだけではなく,

「ふるさとを守る」 という大正期の 「むら」指導者がかかげたビジョンに匹敵

する 「むら」の新たなアイデンティティを生み出すことにもつながるのではな

し・カ、と,思う。

VIお わ り に一 東アジア農業論への展望一

紙数の制約上論点のまとめは省略し,私 が 日本農業 ・農村近代化形態の特質

としてあげた 「組織化」というキーワー ドについて付言 しておきたい。管見の

限り,近 年二人の論者が 「組織化」 という言葉を類似の文脈で使 っている。一

人は,朴 蔓 「動員と開発:2〔)世紀の東アジア」(『経済論叢』第168巻 第5・6号 ,

2001年11・12月)で あ り,こ こでは東アジア(日 本 ・台湾 ・朝鮮…本稿で言 う

東北アジア)に おいて政府 ・官僚主導の農業開発が実効をおさめえた共通の基

盤が 「農村の組織化」であったとし,「組織化」の基礎単位 としての部落に注

[]している。 もう一人は,勝 部眞人 『明治農政 と技術革新』(吉 川弘文館,

2002年)で あ り,こ こでは農会や産業組合の結成など明治農政あ基本的性格と

28)本 稿で はラフに扱 ってい るが,あ らゆる社会 ・経済行為 に 「む ら」が有効な単位 であるわげで

はない。脚 注16)に 示されるように戦前期 においてす ら,「む ら」の有効性は主に生産関連 の協 同

においてあ り・売買等の経済行為は より大 きな単位(市 町村単位に結成された産業組合)で なさ

れ るべ きだ とされていた。現在では一層そ うであ り.す でに しば しば経営単位 自体 が 「むら」 を

乗 り越 えている.閏 題 に応 じて,必 要な範囲が設定 され るべ きで ある.な お,「む ら』に代わ る

あらたな範囲 として旧村が注 目されることが多いが,旧 村は単に近代 に設定された行政単位(近

代行 政村〉 では な く中世の郷 に出 自をもつ有機 的連関を もった 単位 であ るという点 が興味深 い

(巾村 哲氏 のご教示 による)、、
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それ以降の一貰した政策基調を 「小農組織化政策」として把握 している。

私は 「組織化」を,農 業近代化の日本的形態を示す用語(歴 史概念)と して

用いている。勝部が指摘するように.明 治以来(そ れどころか近世以来)一 貰

して 「組織化」の努力がなされてきたのは事実であるが,私 は,大 止期に集中

して現象 した(近 代化のうんだ)諸 問題に対する 「むら」を使った対応 として

論 じ,現 今の課題である日本型構造政策のあり方にも影響を及ぼす ものとして

用いている291。例えば,「 小農組織化政策」の一つである産業組合も,そ の組

織率が驚異的に上昇した(=世 界に稀な日本の特色)の は 「むら」 ぐるみの加

入が認められた1933年 以降のことであった。私の関心は,専 らこの 「飛躍」に

向けられているのである。他方朴が,「組織化」を東 アジア農業の共通項(大

量の過小農滞留=構 造政策不能地域の共通性 として)と して把握 しているのは

賛成であるが,「むら」 という地縁集団の機能に強 く依存 しているところが日

本の組織化の特異点であり,た とえ朝鮮 ・台湾で部落が組織単位になったにせ

よその意味合いは相当異なると考えている30)。かかる相違点にもかかわ らず本

地域に共通する 「組織化」の性格をどう把握するかは今後の課題である。モン

スーン・アジアの農法論的個性 と同地域に刻まれた歴史的個性の合力としてア

ジア型農業類型論を構想することは,さ らにその後に残された課題である311。

29)「 組織化」 とは構造政策不能地域(中 耕除草 農業類型 〉にお ける対案であ り,「U本 型 の構造政

策 」の内容であ る。「組織 化」の重心は時代 に応 じて変化 し,現 在 は 「地目再結 合 と面的農地利

用 」(所 有形態 と利用一形態の調整)の 実現 が中心をなす,

30)例 えば,加 藤光一 は韓国 の農 家 ・農 村を 「タイ トな 『いえ』 とルー スな 『む ら』」 と表現 して

い る(『 日本村 落研 究学会 研究通信』ND.208.2003年8月).ま た内 山雅生 『現代 中国農村 と

「共同体」』(御 茶 の水書房,2003年)の い う 「共同体」 も,U本 の村落結含 とはおおい に異 なる。

他方,な ぜU本 の近代 にお いて地縁策団が息 を吹 き返 し(リ ニューアルされ)え た のか は興味深

い論、点である∩

31)中 村哲の諸業績 と くに 『近代 世界史像の再構成1青 木書店.1991年 第5・6章 は,そ の最初の

拠 り所 となろう,,な お,幾 つか の接点があ るにもかかわ らず磯辺俊彦 『共の思想一 農業問題再

考一 』 日本経済評論社,2000年 に言及で きなか った、,他日を期 したい.


